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議案第８６号  

羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例  

第１条  羽生市一般職職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１６

号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改  正  後  改  正  前  

（期末手当）  （期末手当）  

第２１条  （略）  第２１条  （略）  

２  ６月及び１２月に支給するそれ

ぞ れの期 末手当 の額 は、期 末手当

基 礎額に １００ 分の １１２ ．５ を

乗 じて得 た額に 、基 準日以 前６か

月 以内の 期間に おけ るその 者の在

職 期間の 次の各 号に 掲げる 区分に

応 じ、当 該各号 に定 める割 合を乗

じて得た額とする。  

２  ６月及び１２月に支給するそれ

ぞ れの期 末手当 の額 は、期 末手当

基 礎額に １００ 分の １２７ ．５ を

乗 じて得 た額に 、基 準日以 前６か

月 以内の 期間に おけ るその 者の在

職 期間の 次の各 号に 掲げる 区分に

応 じ、当 該各号 に定 める割 合を乗

じて得た額とする。  

（１）～（４）  （略）  （１）～（４）  （略）  

３  再任用職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「１００

分の１１２．５」とあるのは、「１００

分の６２．５」とする。  

３  再任用職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「１００

分の１２７．５」とあるのは、「１００

分の７２．５」とする。  

４～６  （略）  ４～６  （略）  

  

第２条  羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改

正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）
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については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると

きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改  正  後  改  正  前  

（期末手当）  （期末手当）  

第２１条  （略）  第２１条  （略）  

２  ６月及び１２月に支給するそれ

ぞ れの期 末手当 の額 は、期 末手当

基 礎額に １００ 分の １２０ を乗じ

て 得た額 に、基 準日 以前６ か月以

内 の期間 におけ るそ の者の 在職期

間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、当該 各号に 定め る割合 を乗じ

て得た額とする。  

２  ６月及び１２月に支給するそれ

ぞ れの期 末手当 の額 は、期 末手当

基 礎額に １００ 分の １１２ ．５ を

乗 じて得 た額に 、基 準日以 前６か

月 以内の 期間に おけ るその 者の在

職 期間の 次の各 号に 掲げる 区分に

応 じ、当 該各号 に定 める割 合を乗

じて得た額とする。  

（１）～（４）  （略）  （１）～（４）  （略）  

３  再任用職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「１００

分の１２０」とあるのは、「１００

分の６７．５」とする。  

３  再任用職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「１００

分の１１２．５」とあるのは、「１００

分の６２．５」とする。  

４～６  （略）  ４～６  （略）  

  

附  則  

この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定

は令和４年４月１日から施行する。  

令和３年１１月２５日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 


